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自転車通行ルール啓発対策の位置図と自転車走行実態調査箇所

■目的

新潟国道事務所では、新潟市内で自転車利用者の多い地区の１つである白山・関屋地区を対象に、自
転車のルールやマナーを守ってもらうために対策を試行しました。

また、今回の対策にあわせ、自転車走行実態調査やアンケート調査を実施し、対策の効果をとりまとめ
ました。この結果を今後のよりよい自転車走行環境の実現に活かしていきます。

H25年度に実施した自転車通行ルール啓発対策の概要

②自転車に車道の左側を通行するよう
促す路面表示（車道）

③交差点の一時停止標識等に注意喚
起看板（自転車も止まれ）

①自転車歩行者道で歩行者優先を
明示する路面表示

■これまでの経緯

【平成24年度】

白山・関屋地区の自転車走行実態調査を実施（現地ビデオ撮影により、通行量と通行ルール遵守率を計測）

対象地区にある５高校（新潟高校、新潟中央高校、新潟商業高校、新潟青陵高校、新潟第一高校）の１
年生と先生を対象に、自転車の利用状況や通行ルールに対する意識について、アンケート調査を実施

対象地区で自転車利用の多い区間や危険な区間を抽出し、今後優先すべき対策を整理

【平成25年度】

関係機関（新潟市、新潟県警、新潟国道事務所）で自転車ルール啓発対策のメニューを協議

対策の実施

自転車走行実態調査の実施及び、実施対象地区にある５高校の２年生と先生を対象に、自転車の通行
ルールに対する意識の変化や対策の効果、今後有効な対策などについて、アンケート調査を実施

対策効果や有効な対策メニュー、今後の課題を整理

凡 例

自転車走行実態調査箇所

 116
 402 関屋本村交差点

旧電車通り 西大通（国道116号）

学校町通り
■調査箇所と対策箇所

新潟第一

新潟商業

新潟中央
新潟高

新潟青陵

白山駅

関屋駅

■対策箇所選定の考え方

・自転車通学経路上位2割の区間※1

・危険な場所上位2割の区間※1

通学経路上位２割
かつ危険な場所上位２割

・対策の連続性
・自転車ネットワーク路線

・啓発対策による自転車と
自動車の事故の危険性
・５高校の周辺

②H24年度のアンケート調査結果
・自転車ルールの周知や自転車走行環境の
整備に「高いニーズ」
・自転車で通行する際に、視覚的にルール啓
発を行う取り組みが有効

①H24年度の自転車走行実態調査結果
・ルール違反が約３割
・一時停止の遵守率14％

③新潟市自転車走行空間整備
ガイドライン（H25.4）

④関係機関協議（新潟市、新潟県警、新潟国道事務所）（H25.10）

■自転車通行ルール啓発対策の流れ ■アンケート調査の概要

アンケート調査内容
H24年度 H25年度

生徒 先生 生徒 先生

利用交通手段（自転車、徒歩など） ○ ○

自転車の利用頻度 ○

通学経路（マップに記載） ○

危険又は危険と思われる場所（マップに記載） ○ ○

交通安全教室受講の有無 ○ ○

警察官や交通指導員からの注意や指導の有無 ○

自転車交通違反での罰金があることの認知度 ○

自転車ルールの認知度・実行度（ルールを知っているか?守っているか?） ○ ○

自転車ルールを守れない理由 ○

優先するべき対策 ○ ○ ○ ○

重要だと思われる取り組み ○

自転車の分類（1.自動車の仲間 2.歩行者の仲間） ○

啓発対策の効果 ○ ○

生徒の自転車の通行ルールやマナーの改善度 ○

今後、有効な取り組み ○

■位置図



①自転車走行実態調査結果：対策前後※の走行実態の比較
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新潟都心部自転車通行ルール啓発対策調査結果

（１）学校町通り

（２）国道116号

（３）旧電車通り

（４）関屋本村交差点



●通行ルールの認知度と実行度
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②アンケート調査結果：自転車通行ルール知ってますか？守っていますか？
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新潟都心部自転車通行ルール啓発対策調査結果
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認知度

実行度
①自転車は車道通行が原則。歩道通行は例外

②歩道通行は の標識がある場合や児童・幼
児・70歳以上の高齢者・身体障碍者の場合、
交通の状況からやむを得ない場合に限る

③二人乗り不可

④２台以上並走不可（並走可の区間除く）

⑤夜間ライト点灯

⑥運転中の携帯、傘差し等の片手運転不可

⑦両耳イヤホンしながらの運転不可

⑧路側帯を走る場合、左側通行

⑨ブレーキ（制動装置）不良自転車に対する警
察官による検査・応急措置命令等

資料：平成25年度アンケート結果 （認知度：知っている割合、実行度：いつも守っている、だいたい守っているの割合）

実
行
度

平均
84.9

認知度
平均81.7

実行度の低いのは自転車通行位置
に関するルール

ルールの認知を高め、
実行度を向上させる
対策が必要

・「自転車は車道通行が原則。歩道通行は例外」や「路側帯の左側通行」など
自転車の通行位置に関するルールが実行度の低い結果でした。

認知度 低い
実行度 低い

認知度 高い
実行度 低い

認知度 低い
実行度 高い

認知度 高い
実行度 高い

評価 自転車の通行ルール

認知度 高い
実行度 高い

③二人乗り不可 ⑤夜間ライト点灯
⑥運転中の携帯、傘差し等の片手運転不可
⑦両耳イヤホンしながらの運転不可

認知度 低い
実行度 高い

⑨ブレーキ（制動装置）不良自転車に対する
警察官による検査・応急措置命令等

認知度 高い
実行度 低い

④２台以上並走不可（並走可の区間除く）

①自転車は車道通行が原則。歩道通行は例外

認知度 低い
実行度 低い

②歩道通行は の標識がある場合や児童・幼児・70歳以上の高齢者・
身体障碍者の場合、交通の状況からやむを得ない場合に限る
⑧路側帯を走る場合、左側通行
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『認知度』と

『実行度』の

グラフに変換

48.8 7.3 29.9 9.2 4.9
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前回のアンケート調査以前から

前回のアンケート調査の頃から

最近のニュースや一斉指導の頃から

今回の試行対策から

守っていない

学校等の取り組み効果が約３割
前回と今回の取り組み効果が約２割

資料：平成25年度アンケート結果

●いつから守るようになりましたか？ ●守れない理由は？

・「ルールを知らなかった」や「自転車が通る場所がないから」がルールを守れない
主な理由でした。

42.6

35.8

17.8

12.4

8.9

11.3

ルールを知らなかったから

自転車が通る場所がないから

他の人もルールを守っていないから

自転車は自動車等と比較してルール違反をしても事故を起こす可能性は低いから

ルールを守らなくても取締りを受けることはないから

その他

ルールを知らなかった

からが約４割

資料：平成24年度アンケート結果

N=1,148

N=1,417

N=958（複数回答）

・学校の一斉指導や一連の取組みにより約半数がルールを守るようになりました。



21.5 

24.3 

19.6 
5.7 

11.9 

17.0 

歩行者と接触の危険性が減らないから
自転車の逆走が減らないから
自動車との距離が近くなったから
路上駐車が減らないから
その他
わからない

54.1 27.9 

4.1 
1.1 3.9 9.0 

歩行者と接触の危険性が減ったから
自転車の逆走が減ったから
自動車がよけて走行してくれたから
路上駐車が減ったから
その他
わからない

53.5

53.7

53.3

71.4

73.4

69.7

31.5
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自転車の一時停止

自歩道の歩行者優先

車道の自転車通行位置

自転車の一時停止

生
徒

先
生

ぜひ必要である どちらかといえば必要である あまり必要ない 全く必要ない わからない

46.1

46.5

41.6

1.2

2.9

1.3

24.4

22.7

26.1

28.3

27.9

31.0

自歩道の歩行者優先

車道の自転車通行位置

自転車の一時停止

安全性は向上した 安全性は低下した 変わらない わからない

58.7

62.3

52.1

39.5

52.9

27.7

22.9

20.7

25.5

23.8

16.7

32.8

18.5

17.0

22.3

36.7

30.4

39.5

自歩道の歩行者優先

車道の自転車通行位置

自転車の一時停止

自歩道の歩行者優先

車道の自転車通行位置

自転車の一時停止

生
徒

先
生

意識するようになった 変わらない わからない
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23.6
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1.2
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2.3

44.7
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40.8

38.1

48.1

29.2

16.6

17.4

16.8

25.3
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31.1

3.5

4.5

5.0

13.2

8.1

14.8

10.0

9.7

12.3

22.2

19.4

22.6

自歩道の歩行者優先

車道の自転車通行位置

自転車の一時停止

自歩道の歩行者優先

車道の自転車通行位置

自転車の一時停止

生
徒

先
生

いつも守っている だいたい守っている あまり守っていない ほとんど守らない わからない

4
国土交通省 北陸地方整備局

新潟国道事務所

③アンケート調査結果：自転車通行ルール啓発対策の効果

・生徒の視点では、今回の啓発対策で通行ルールやマナーを守るようになった、意識するようになったと回答した人が多いです。
・安全性が向上した主な理由では、『歩行者との接触の危険性が減った』や『一時停止を守った』という意見が多く、向上しないという理由では、『歩行者との接触の危険性
が減らない』や『逆走が減らない』、『看板に気がつかない』という意見が多かったです。今後もこのような啓発対策が必要という声が多いです。

●今回の対策箇所について、自転車利用者は通行ルールやマナーを
守っていると思いますか？

●今回の対策で自転車利用者は通行ルールやマナーを意識するように
なったと思いますか？

生徒の約５～６割が意識するようになったと回答

生徒の約７割がルールやマナーを守るようになったと回答

新潟都心部自転車通行ルール啓発対策調査結果

資料：平成25年度アンケート結果

資料：平成25年度アンケート結果

●この対策で歩行者や自転車の安全性は向上したと思いますか？（生徒）

●なぜ安全性は向上したと思いますか？（生徒）

●なぜ安全性は向上しないと思いますか？（生徒）

生徒の約４～５割が安全性は向上したと回答

67.7 

17.2 

0.9 3.5 
10.8 

歩行者と接触の危険性が減ったから
自転車が速度を抑制したから
歩行者が道を譲ってくれたから
その他
わからない

62.2 
23.6 

2.3 
11.9 

一時停止を守ったから

交差点で安全を確かめたから

その他

わからない

資料：平成25年度アンケート結果

資料：平成25年度アンケート結果

自歩道の歩行者優先 車道の自転車通行位置 自転車の一時停止

26.7 

20.0 
20.2 

14.7 

18.3 

歩行者と接触の危険性が減らないから
自転車が速度を抑制しないから
歩行者が広がって歩くから
その他
わからない

資料：平成25年度アンケート結果

自歩道の歩行者優先 車道の自転車通行位置 自転車の一時停止

28.0 

9.5 
36.0 

9.8 

16.7 

一時停止を守らないから
交差点で安全を確かめないから
注意喚起看板に気がつかないから
その他
わからない

N=1,634

N=1,628

N=1,625

N=807 N=804 N=732

N=529 N=530 N=550

N=1,641

N=1,639

N=1,631

N=257

N=258

N=257

N=1,640

N=1,633

N=1,630

N=256

N=257

N=256

●今後もこのような対策は必要ですか？

必要という回答が生徒で約８割、先生で約９割

資料：平成25年度アンケート結果
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29.8 5.7 13.1 13.1 19.6 15.6 3.1
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④アンケート調査結果：先生の意見

・学校町通り付近の更なる対策は、『道路空間の再配分』や『見通しの悪い交差点
での注意喚起を促す対策』という意見が多いです。

⑤アンケート調査結果：主な自由意見（生徒・先生）

＜自歩道で歩行者優先を明示する路面表示＞
・歩行者優先というけれど、自転車と歩行者が一緒に通っていい通路で歩行者が道いっぱいに
広がって自転車が通れない。（生徒）

・字が小さい。自転車に乗っている人にも読みやすい工夫が必要。（生徒）
・マスメディアを通じてのＰＲが必要。せっかくやっていても周知されていない。（先生）

＜車道の左側を通行するよう促す路面表示＞
・左側通行を守ってくれる人が増えた。注意するようになった。（生徒）
・路側帯が狭く、自動車にぶつかりそう。（生徒）
・白線の内側を走るのか外側を走るのか明確でない。（先生）

＜注意喚起看板（自転車も止まれ）＞
・看板に気づかない。字が小さい。標識の色が見づらい。（生徒）
・路面標示に比べ気づかなかった。（先生）
・自転車も…は文よりマークなどが良いのでは。（先生）

＜生徒の自転車の交通マナーの変化（先生）＞
・左側通行を心がけるようになった。全般的に交通マナーに対して意識が高くなった。一部で
はあるが矢印の路面表示がついてからその側を通行する人が増えたように感じる。

＜自転車のルールやマナー、対策について（先生）＞
・自転車は歩いていても車を運転していても危険と感じる場面が多々あるので自転車専用道路
（通行帯）の整備が急務。

・時間帯の制限を設けたり、自転車はもちろんのこと、歩行者、自動車にも速度を減速させる
など、全体で取り組んでいくことが必要かと思います。

・新商脇の市場のある通り、緑の歩道帯となっていますが、路上駐車等でふさがれている部分
も多い。道の幅が限られているが、車が入れないようにしない限り、危険は減らない。

・自転車が都合のよいときに歩行者側になったり車側になったりする。車道を走っていて、急
に横断歩道を渡るとか。車のルールだけでは予測できない動きをする。でも、左側通行を
守るなら、かなり危険は減ると思う。

・交通安全講話の中で、具体的かつわかりやすい説明をしていただくとありがたい。
・高校生だけでなく一般の人にももっと徹底してルールを守らせる方法を取るべきである。

10.6%

35.6%

2.9%

18.3%

8.7%

9.6%

9.6%

4.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

16.8%

20.7%

12.5%

4.3%

16.3%

4.3%

4.9%

20.1%

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%

自転車歩行者道以外の歩道を
自転車で通行しなくなった

車道の左側を通行するようになった

歩道では、すぐに停止できる速度で
車道側を通行するようになった

二人乗りはしなくなった

並進はしなくなった

夜間のライト点灯を守るようになった

信号を守るようになった

交差点での一時停止と安全確認を
行うようになった

改善したと思う点改善しないと思う点

N=104
（複数回答）

N=184
（複数回答）

●学校町通り付近の更なる安全面の取り組みとしてどれが有効と思いますか？

資料：平成25年度アンケート結果

資料：平成25年度アンケート結果

●昨年度に比べて、生徒の自転車の通行ルールやマナーは改善しましたか？

・先生方の約２割は昨年度よりルールやマナーの改善が見られると感じています。
具体的には、車道の左側を通行するようになったと感じる先生方がいる一方で、ま
だ左側通行できていないと感じる先生方も多いようです。

2.3 23.6 19.7 54.4 

全般的に改善した 一部改善した 改善はみられない わからない

先生の約２割が昨年度よりルールやマナーの改善が見られるようになったと回答しています。
N=259

道路空間の再配分や見通しの悪い交差点で注意喚起を促す対策を求める意見が多くなっています。

N=578（複数回答）

●今後、最も優先すべき対策は何だと思いますか？

65.2

68.6

48.9

43.9

12.6

13.4

14.2

22.1

10.1

9.0

12.7

16.8

11.6

8.5

22.4

14.3

0.5

0.6

1.9

2.9

前回（N=1617）

今回（N=1595）

前回（N=268）

今回（N=280）

生
徒

先
生

自転車だけが通る車線等の確保 ルールに関する広報啓発活動の強化

学校や地域における交通安全教育活動の強化 ルール違反に対する取締りの強化

その他

先生方の『広報啓発活動の強化』が前回と今回で割合が大きく増加しています。
⇒広報啓発活動の有効性を認識し始めていると思われます。

・生徒も先生も自転車だけが通る車線の確保が最優先という回答が多いです。ま
た、先生方が広報啓発活動の有効性を認識し始めているようです。

資料：平成24年度アンケート結果
平成25年度アンケート結果

車道の左側通行は、改善したという意見と改善しないという意見ともに多い結果となっています。

自転車歩行者道の道路空間の再配分 ルール違反に対する取締りの強化

国道に並行する市道に安全対策を講じた
後に、自転車を市道に案内する対策

市道の見通しの悪い交差点で注意喚起を促す対策

市道の通学時間帯の進入を抑制する対策

市道の自動車の速度抑制を促す対策 その他

イ
メ
ー
ジ

資料：平成25年度アンケート結果
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新潟都心部自転車通行ルール啓発対策調査結果
■参考 通学経路：通学手段が自転車（平成24年度アンケート調査結果）

■参考 危険な場所：生徒と先生の合計値（平成24年度アンケート調査結果）

■参考 平成24年度アンケート調査の概要および属性結果

調査時期：平成２５年２月

回答者数：生徒１７０２名、先生２８８名、合計１９９０名

45.5 29.5 25.0 生徒

徒歩

自転車

その他（送迎など）

■参考 平成25年度アンケート調査の概要および属性結果

調査時期：平成２５年１２月～平成２６年１月

回答者数：生徒１６８５名、先生２６０名、合計１９４５名

45.2 54.8 生徒

ある

ない

問.通学時、学校周辺で利用する交通手段について教えてください。

問.今までに自転車の交通ルールや乗り方などの安全教室や一斉指導等を受けたことがありますか？

問.自転車がどれに分類されると思いますか？

91.3 4.1 4.7 生徒

自動車の仲間

歩行者の仲間

上記以外

4.7 22.4 0.2 48.0 21.5 2.5 0.7生徒

徒歩 自転車

バイク 電車

バス 送迎

その他

問.通学で利用する交通手段を教えてください。（最も長い距離利用する交通手段）

31.4 12.6 8.0 16.6 18.1 13.3生徒
ほぼ毎日 週に3～4回

週に1～2回 月に数回

年数回 利用しない

問.どれくらいの頻度で自転車を利用しますか?

問.今までに、自転車の交通ルールや乗り方など
の交通安全教室等を受けたことがありますか？

ある
42.6

ない
57.4

生徒

ある
10.8

ない
84.8

自転車を利用しない
4.4

生徒

問.自転車利用者であっても、交通違反で罰金が
科せられる場合があることを知っていますか？

問.警察官や交通指導員などから、あなたの運転に対して注意や指導を受けたことがありますか？

知っている
89.0

知らなかった

11.0生徒
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新潟都心部自転車通行ルール啓発対策調査結果
■参考 平成24年度アンケート調査用紙（生徒用） ■参考 平成24年度アンケート調査用紙（先生用）

1．知っている 2．知らなかった

問7．自転車利用者であっても自動車運転手と同じように、交通違反で罰金が科せられる場合があることを知っ
ていますか？（１つに○）

1．ある ⇒ いつ頃受講しましたか？ 平成 年 月頃

2．ない

1．ある 2．ない 3．自転車を利用しない

問5．あなたは、今までに、自転車の交通ルールや乗り方などの交通安全教室等を受けたことがありますか？
（１つに○）

問6．あなたは、過去、自転車に乗っているとき、警察官や交通指導員などから、あなたの運転に対して注意や
指導を受けたことがありますか？（１つに○）

⇒裏面の地図に書き込んでください。

裏面の記入例を参考にたくさんの情報をご記入ください。

1．危険・走行しにくい・歩きにくい場所がある ⇒裏面の地図に書き込んでください。

裏面の記入例を参考にたくさんの情報をご記入ください。

2．危険・走行しにくい・歩きにくい場所はない

1．徒歩
2．自転車
3．バイク
4．電車 ⇒（電車の次に利用する交通手段を教えてください。） 1．徒歩 2．自転車 3．バイク 4．バス
5．バス ⇒（バスの次に利用する交通手段を教えてください。） 1．徒歩 2．自転車 3．バイク
6．送迎
7．その他（ ）

1．ほぼ毎日 2．週に3～4回 3．週に1～2回 4．月に数回
5．年数回 6．利用しない

問1．あなたの通学で利用する交通手段を教えてください。（最も長い距離利用する交通手段１つに○）

問2．あなたはどれくらいの頻度で自転車を利用しますか?（１つに○）

問3．ご自宅から学校までの通学経路を教えてください。

問4．通学経路で危険、自転車で走行しにくい、歩きにくいと思う場所とその理由を教えてください。

高校生の自転車利用についての意識や自転車安全利用ための基礎資料を得ることを目的にアンケー

ト調査を実施します。

普段の様子を思い出し、あまり考え込まずに正直にお答えください。

普段、自転車に乗らない方も、すべての問いにお答えください。

なお、得られた回答は統計的に処理し、個人を特定するものではありません。また、この調査票に

記入された内容は、目的以外に使用いたしません。

◎実施主体：国土交通省北陸地方整備局 新潟国道事務所

◎関係機関：新潟市役所、新潟県警察

自転車の利用・ルールに関するアンケート
（生徒用）

問8．あなたは以下の自転車利用のルールについて知っていますか？また、実際に守って自転車を利用していま
すか？（記入例を参考に①、②それぞれ、最も当てはまる□にㇾ印をつけてください）
あまり深く考えず、直感的に、できるだけ素早くお答えください。

自転車利用の主なルール

①ルールを知っ
ていますか?

②ルールを
守っていますか?

知って
いる

知らな
かった

いつも
守って
いる

だいた
い守っ
ている

あまり
守って
いない

ほとん
ど守っ
ていな
い

自転車
を利用
しない

（記入例） □ □ □ □ □ □ □

1自転車は車道通行が原則であり、歩道通行は例外である。 □ □ □ □ □ □ □
2車道は左側を通行しなければならない。 □ □ □ □ □ □ □

3

歩道を通行できるのは、『歩道通行可を示す標識等があ
る場合』、『運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の方、
体の不自由な方である場合』、『車道又は交通の
状況からみてやむを得ない場合』だけである。

□ □ □ □ □ □ □

4

歩道を通行する際は歩行者優先で、車道寄りを通行しな
ければならない。歩道では、すぐに停止できる速度で、
歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなら
ない。

□ □ □ □ □ □ □

5二人乗りをしてはならない。（16歳以上の者が6歳未満の
幼児1人を幼児用座席に乗せる場合を除く。） □ □ □ □ □ □ □

6２台以上で横に並んで通行してはならない。
（『並進可』の交通規制標識がある場合を除く。） □ □ □ □ □ □ □

7夜間はライトを点灯して通行しなければならない。 □ □ □ □ □ □ □

8一時停止の標識のあるところでは一時停止をして
安全を確かめねばならない。 □ □ □ □ □ □ □

9携帯電話を使用したり、傘を差したりすること等による
片手での運転は、不安定になるのでしてはならない。 □ □ □ □ □ □ □

10両耳にヘッドホン（イヤホン）をして、音楽などを聴き
ながら運転してはならない。 □ □ □ □ □ □ □

ㇾ ㇾ

問9．前問のそれぞれのルールで１つでも「あまり守っていない」「ほとんど守っていない」を選択した方にお
聞きします。ルールを守れない理由は何ですか？（当てはまるもの全てに○）

1．自転車が通る場所がないから 2．他の人もルールを守っていないから
3．自転車は自動車等と比較してルール違反をしても事故を起こす可能性は低いから
4．ルールを守らなくても取締りを受けることはないから 5．ルールを知らなかったから
6．その他（ ）

問10．今後、自転車ルールを守ってもらうために最も優先すべき対策は何だと思いますか？（１つに○）

1 ．自転車だけが通る車線等の確保 2 ．ルールに関する広報啓発活動の強化
3 ．学校や地域における交通安全教育活動の強化 4 ．ルール違反に対する取締りの強化
5．その他（ ）

以上で質問は終わりです。記入漏れがないかどうかもう一度お確かめください。
ご協力ありがとうございました。
ご意見・ご感想などがありましたら、以下にご自由にお書きください。
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新潟都心部自転車通行ルール啓発対策調査結果
■参考 平成25年度アンケート調査用紙（生徒用） ■参考 平成25年度アンケート調査用紙（先生用）


